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 法政大学法科大学院（大学院法務研究科法務専攻）は、2023度入学者選抜試験（以下、『入試』という）

（2022年度実施）において、一般入試と特別入試を実施します。一般入試は、既修者試験と未修者試験を

5回実施します。特別入試は、法政大学法学部法曹コース修了見込みの者を対象とした「法曹コース５年

一貫型入試」と、国内の大学（法政大学を含む）の法学部法曹コース修了見込みの者を対象とした「法

曹コース開放型入試」を実施します。 

※「既修者」「未修者」については、P.4、「３．法学未修者・法学既修者の定義」参照。 

 

入試区分 入試名称 

一般入試 第 1期入試～第 5期入試 

特別入試 法曹コース５年一貫型入試 

法曹コース開放型入試（第 1回） 

法曹コース開放型入試（第 2回） 

 

 本入試要項は、特別入試「法曹コース開放型入試」（以下、『開放型入試』という）の要項です。一般

入試または特別入試「法曹コース５年一貫型入試」の受験を希望する者は、それぞれ該当の要項により

出願してください。 

 開放型入試に合格した者には既修者として入学を許可します。未修者として入学を希望する者は一般

入試を受験してください。 

 

 

１ アドミッション・ポリシー 

https://www.hosei.ac.jp/hosei/daigakugaiyo/rinen/hoshin/ukeire_hoshin/senmon/ 

 

 

２ 出願資格 

次の（１）および（２）を満たす者とします。 

（１）国内の大学の法学部法曹コースを2023年3月に修了見込みの者 

（２）同大学法学部を2023年3月に卒業見込みの者 

 

【参考：一般入試での出願資格】 

入学までに以下のいずれかを満たすこと。（受験時見込みを含む。） 

（１）大学を卒業した者（早期卒業を含む） 

（２）独立行政法人大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者 

（３）外国において、学校教育における16年の課程を修了した者 

（４）外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課

程を修了した者 

（５）我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限

法曹コース開放型入試 概要 
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る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定す

るものの当該課程を修了した者 

（６）外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政 府又は関係機関の認証を

受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。）において、修業

年限が3年以上である課程を修了すること（当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修するこ

とにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受

けたものにおいて課程を修了することを含む。）により、学士の学位に相当する学位を授与された者 

（７）専修学校の専門課程（修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）で文部科

学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者 

（８）文部科学大臣の指定した者 

（９）次の者であって、本専門職大学院において、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者（飛び入学） 

a 大学に3年以上在学した者 

b 外国において学校教育における15年の課程を修了した者 

c 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における15年の

課程を修了した者 

d 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における15年の課程を修了したとされるものに

限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定

するものの当該課程を修了した者 

（１０）（９）と同様の出願資格により、他の大学院に入学した者であって、本専門職大学院における教育を受けるにふさわしい

学力があると認めた者 

（１１）本専門職大学院において、個別の審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達した

者 

（１２）その他本専門職大学院において、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者 

 

＜出願に関する注意事項＞ 

（１） 入学時までに、国内の大学の法学部法曹コースを修了すること、および同大学法学部を卒業する

ことが必要です。これが満たせないことが判明した場合、合格を取り消し、入学を認めません。本

学への入学手続が完了（入学手続時納入金を全額納入）している場合は、入学金を除く学費その他

の納入金の返還を受けることができます。資格を満たせないことが判明した場合は、直ちに本法科

大学院担当に連絡し、手続についてお尋ねください。 

（２）出願から合格発表前までの間に不正等が発覚した場合には、出願資格を認めません。この場合、

入学検定料は返還しません。 

（３）合格発表から入学までの間に不正等が発覚した場合には、合格を取り消します。合格取消しの処

分を行った場合、入学検定料は返還しません。ただし、本学への入学手続が完了している場合は、

入学金を除く学費およびその他の納入金は返還します。 

（４）入学後に不正等が発覚した場合には、合格を取り消します。合格取消しの処分を行った場合、入

学検定料、入学金、納入済みの学費およびその他の納入金は返還しません。 
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３ 受験上の配慮について 

身体に障がいのある方で、受験および修学上特別な配慮が必要な場合は、入試の出願開始日 4週間

前までに以下の連絡先までご連絡ください。その後、大学から必要書類を送付します。所定の期日内

に所定の手続をしてください。 

また、出願後の病気や怪我等により、受験および修学上特別な配慮が必要となった場合もご相談く

ださい。 

 

 

４ 出願資格の事前確認について 

出願資格について質問がある方は、まず、お電話でご連絡してください。内容によっては出願資格

を確認するために、書類の提出をお願いする場合があります。 
 

連絡先： 

〒102-0073 東京都千代田区九段北3‐3‐12 

法政大学 法科大学院担当 

TEL ０３－３２６４－９０３９  
 

提出された書類は原則として返却しません。 
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１ 入学定員 

30名 （既修 20名程度、未修 10名程度） 

内、特別入試の合格による入学者は 8名を上限とする。 

 

 

２ 標準修業年限 

本法科大学院における標準修業年限は3年とします。ただし、開放型入試により合格した者は本法

科大学院において必要とされる法学の基礎的な知識と学力を有すると認められた既修者として入学

を許可し、標準修業年限を2年とします。 

 

 

３ 法学未修者・法学既修者の定義 

本法科大学院における法学未修者とは「２ 標準修業年限」に基づき、3年間で修了する学生を指

し、法学既修者とは、1年次配当科目の履修を免除するに相当する法学の知識と学力を有すると認め

られ、2年間で修了する学生を指します。 

開放型入試に合格した者は法学既修者として入学を許可します。 

法学既修者として入学した場合、1年間在学し、1年次配当の法律基本科目群（基礎科目）必修26

単位（憲法、民法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法分野）を修得したものとみなし、履修が免除され

ます。 

ただし、開放型入試において試験を行わない科目（民事訴訟法、刑事訴訟法分野）について、所属

する法曹コースでの学修内容と本法科大学院1年次配当の法律基本科目群（基礎科目）必修科目の授

業内容との対応が確認できない場合には、入試のほかに別途認定試験を課す場合があります。この試

験を受験しなかった場合や不合格となった場合、当該1年次配当の必修科目について入学後に履修す

る必要があります。 

なお、本入試要項では、法学既修者を「既修者」、法学未修者を「未修者」と表記します。 

 

 

４ 既修得単位認定試験 

司法試験制度の改正により、2023年司法試験から、法科大学院において所定の要件を満たした学生

は、3年次に司法試験を在学中受験することができます。この在学中司法試験受験を希望する法学既

修入学予定者に対し、入学後に最適な学修内容を提供することを目的として、本法科大学院では入試

のほかに既修得単位認定試験を実施します。 

この試験に合格した場合、2023年4月1日に本法科大学院へ入学することにより、2年次配当の法律

基本科目群（基礎科目）必修単位（行政法、商法分野）について最大8単位まで取得したものと認定

され、履修が免除されます。 

既修得単位認定試験（2月から3月に実施予定）の詳細は別途お知らせします。 

 

 

法曹コース開放型入試  詳細 
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５ 入試の留意点 

（１）入試名称が異なる入試を複数回受験する場合、2回目以降の出願時も出願書類をすべて提出してく

ださい。 

（２）一般入試と同日に実施する特別入試を両方出願することはできません。 

 

 

６ 早期卒業について 

早期卒業とは、早期の大学院進学などのために、優秀な成績で所定の単位を取得した学生に、大学

3年次終了時点（3月末）での卒業と学士号の取得を認める制度です。早期卒業を認めるか否か、認め

る場合の単位取得の要件などは各大学や同大学法学部法曹コースにより異なります。早期卒業見込み

の者として大学院入学者選抜試験への出願を希望する学生は、各自の出身大学や同大学法学部法曹コ

ースの早期卒業要件を満たす必要があります。 

 

 

７ 試験日程等  

入試区分 特 別 入 試 

入試名称 
開放型入試 

（第 1回） 

開放型入試 

（第 2回） 

出願期間 9/7（水）～9/14（水） 1/4（水）～1/11（水） 

入試日 10/2（日） 1/29（日） 

合格発表日 10/12（水） 2/8（水） 

手続期間 10/12（水）～10/19（水） 2/8（水）～2/16（木） 

追加合格発表日 - 3/3（金） 

追加合格 

手続期間 
- 3/3（金）～3/9（木） 

 

試験会場  本学法科大学院棟 千代田区九段北３－３－１２（P.17 試験会場案内参照）    

 

 

８ 選抜方式 

（１）選抜方式全般 

試験３科目（論文式３科目：憲法・民法・刑法）の成績（配点合計 300点）、面接（配点 100点）

および書類審査（配点 200点）を合わせて総合的に評価、合否判定を行います。 

面接では、出願書類をもとにした質疑により、学習意欲・能力や熱意、コミュニケーション能力

などを評価します。 

書類審査では、志願理由書における文章表現力、法曹としての資質、意欲、将来性、早期卒業要

件を満たす学業への取組みおよび法曹コースにおける成績を総合的に評価します。 
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（２）書類審査の配点（合計 200点） 

書類審査の配点の内訳は次の通りです。 

① 出願書類の志望理由書を 20点満点で評価します。 

② 「法曹コースを修了見込み」かつ「法曹コースとして現に在籍している学部を早期卒業見込み」

である者に、80点を加点します。 

③ 法曹コース科目のうち、「民事訴訟法」、「刑事訴訟法」の成績を 100点満点で評価します。 

 

 

９ 複数回受験について 

一般入試と同日に実施する特別入試を両方出願することはできません。 

一般入試、特別入試を通じて、入試日が異なる試験を複数回出願することは可能です。 

 

 

１０ 検定料について 

 初回・2回目以降等により入学検定料は以下のとおりとなります。  

受験回数 
単願併願

種別 
通常の検定料 

法政大学の学部を 

2023年3月卒業見込の者 

初 回 出 願 単願 35,000円 17,500円 

2回目以降出願 単願 10,000円  5,000円 
 

 

（１） 初回出願時の単願の入学検定料は、35,000円です。 

（２） 初回出願が一般入試、特別入試のいずれであるかを問わず、2 回目以降の出願の場合、入学検定

料は、10,000円となります。 

（３） 出願後に他の入試区分や入試名称の試験へ変更することはできません。 

（４） 法政大学の学部に在学中で 2023年 3月に卒業見込みの受験生は、入学検定料が半額になります。 

 

 

１１ 成績優秀者等に対する奨学金について 

早期卒業による出願の合格者には、以下の奨学金のいずれかを給付します。 

a．修業年限（未修者は 3年間、既修者は 2年間）の授業料相当額（年額 108万円） 

b．入学年度の授業料相当額（108万円）または半額相当額 

  ただし、入学後の成績が振るわないなど、本法科大学院の所定の規定・基準を満たせないときは、

以降の給付を受けることができなくなる等の場合があります。 

  奨学金の給付については入学手続が完了し、4月の入学の後、1回目の給付時期は 5月下旬を予定し

ています。入学することが給付の条件となりますので、奨学金の給付候補者に選出されたとしても、

定められた期間中に入学に必要な学費等を納入し、書類提出等の入学手続を行ってください。 
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１ 出願書類 
 

出 願 書 類 

（各方式共通） 
必須書類 

（１） 出願書類一覧表（提出書類Ａ） ◎ 

（２） 

入試志願票（提出書類Ｂ：両面印刷２ページ） 

※２ページ目に「入学検定料振込控（ＡＴＭご利用明細書）」を添付。コピ

ー可。 

◎ 

（３） 志願理由書（提出書類Ｃ：両面印刷２ページ） ◎ 

（４） 受験票（提出書類Ｄ） ◎ 

（５） 法曹コースの修了見込証明書 ◎ 

（６） 

大学の成績証明書 および 卒業見込証明書 

※成績証明書に卒業見込年月日が記載されている場合は、卒業見込証明書は

不要。 

※出願時に提出できる最新の成績証明書を提出してください。 

◎ 

➡ 

2022年度春学期の成績通知書 

※2022 年度春学期に取得した成績が記載された成績証明書が提出で

きない場合、成績通知書を必ず提出してください。 

※2022 年度春学期に取得した成績が記載された成績通知書が提出で

きない場合、履修している科目がわかる履修確認通知書を提出して

ください。 

（７） 

在籍する大学、学部、学科、または法曹コースのカリキュラム、開講

科目、早期卒業要件、成績評価基準が確認できる履修要項・履修ガイ

ド等の該当部分のコピー 

◎ 

（８） 
在籍する法曹コースの開講する民事訴訟法・刑事訴訟法分野に関わる

すべての科目のシラバス 
◎ 

（９） 
大学院の修了証明書 

※大学院修了者のみ（法科大学院含む） 
○ 

※ ◎：全員提出必須の書類、〇：対象者のみ提出の書類 

出願について 
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２ 出願書類について 

（１）～（８）は全員提出必須の書類、（９）は対象者のみ提出の書類です。 

★必須書類 

（１）出願書類一覧表（提出書類Ａ） 

出願書類は、「出願書類一覧表」（提出書類Ａ）を確認の上、すべての書類と一緒に左上隅をホ

チキスで綴じてください。ホチキスで綴じられない場合には一式をクリップでまとめてくださ

い。 

（２）入試志願票（提出書類Ｂ：両面印刷２ページ） 

「入試志願票記入例」を参照し、太線枠内を記入の上、２ページ目に「入学検定料振込控（Ａ

ＴＭご利用明細書）のコピー」を貼付してください。 

※振込については、「５．入学検定料の振込について」を参照してください 

（３）志願理由書（提出書類Ｃ：両面印刷２ページ） 

太線枠内を本人自筆で記入してください。 

（４）受験票（提出書類Ｄ） 

太線枠内を記入してください。 

（５）法曹コースの修了見込証明書 

開放型入試の出願は法曹コース修了見込み者に限ります。提出できない場合は、事前に事務ま

でお問い合わせください。 

（６）大学の成績証明書 および 卒業見込証明書 （各1通） 

成績証明書は、既に取得済みの成績がすべて記載されたものを提出してください。 

成績証明書は成績評価基準（評点）が記載されているもの。記載がない場合は履修要項・履修

ガイド等の該当部分のコピーまたは出身大学（学部）発行の評価基準（評点）についての証明

書を添付してください。また、入学の基礎とする大学に編入している場合は、編入前の大学（短

大等）の成績証明書も提出してください。 

2022年度春学期に取得した成績が記載された成績証明書の提出ができない場合、成績通知書を

必ず提出してください。2022年度春学期に取得した成績が記載された成績通知書も提出できな

い場合、必ず2022年度春学期に履修している科目がわかる履修確認通知書を提出してください。 

成績証明書に卒業見込年月日が記載されている場合は、卒業見込証明書は不要です。 

提出できない場合は、事前に事務までお問い合わせください。 

外国の大学を含め、出身大学が複数ある場合は、すべての出身大学のものを提出してください。 

（７）在籍する大学、学部、学科、または法曹コースのカリキュラム、開講科目、早期卒業要件、成

績評価基準が確認できる履修要項・履修ガイド等の該当部分のコピー。 

（８）在籍する法曹コースの開講する民事訴訟法・刑事訴訟法分野に関わるすべての科目のシラバス 
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★対象者のみ  

（９）大学院の修了証明書（１通） 大学院修了者は提出してください（法科大学院含む）。 

 

 

３ ２回目以降の出願書類について 

入試名称が異なる試験の2回目以降の出願にあたっても、本入試で指定された書類一式を提出して

ください。 

 

 

４ 出願書類作成の注意点 

（１）提出書類 A～D の様式は本法科大学院ホームページ（https://lawschool.hosei.ac.jp/admission）

からダウンロードし、様式を印刷し、手書きにて記入してください。出願書類を任意の封筒に入

れて、封筒表書（出願送付用）を封筒表面に貼付し、送付してください。 

（２）各種証明書に記載されている氏名が、出願時の氏名と異なる場合は、同一人物であることを証明

する公的書類（6ヶ月以内に発行された戸籍抄本等）のコピーを添付してください。 

（３）出願書類は、原本の提出を原則とします。書類が日本語・英語以外の場合は、その書類の原本と

公的機関（大使館、領事館等）による日本語訳または英訳を提出してください。これらの翻訳が

提出されない場合、当該出願書類は提出されなかったものとみなします。 

（４）出願は郵送に限ります。「速達・簡易書留」郵便で送付してください。（出願期間内消印有効） 

（５）出願期間以外の出願書類は受理しません。 

（６）出願期間内に所定の書類が完備しない出願書類は受理しません。 

（７）提出された書類は原則として返却しません。 

（８）出願後の日程、一般入試・特別入試の別、既修・未修の別、入試方式は、一切変更することはで

きません。また、出願後の出願取り消しはできません。 

（９）出願書類は、「出願書類一覧表」を確認の上、左上隅をホチキスで綴じてください。ホチキスで

綴じられない場合には一式をクリップでまとめてください。 

（１０）出願期間終了後、試験日 5日前を目途に「法政大学法科大学院受験票」を郵送します。 

試験日 3日前までに届かない場合は、 法科大学院担当 03-3264-9039 までご連絡ください。 

受験票は大切に保管し、試験当日に必ず持参してください。 
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５ 入学検定料の振込について 

入学検定料は、出願する入試の手続期間内に金融機関（銀行・信用金庫等）のＡＴＭを利用して振

込んでください。金融機関窓口からの振込はできません。 
 

（１） 振込先 
 

三井住友銀行飯田橋支店 普通 2911426 ガク）ホウセイダイガク 

 

（２）依頼人氏名、依頼人コード 

依頼人（志願者）氏名の前に（３）記載の依頼人コード、および識別記号「K」を入力してく

ださい。 
 

 【 例 ：５０Kホウセイハナコ 】 
 

※依頼人コードは、「（３）入学検定料および依頼人コードについて」の「検定料および依頼人

コード一覧」のＡＴＭ振込時依頼人コードで確認してください。 

※法政大学の学部卒業見込みの方の入学検定料は半額になります。依頼人コードも異なります。 

「（４）法政大学の学部を2023年 3月卒業見込の方」で確認してください。 
 

（３）入学検定料および依頼人コードについて 

開放型入試の出願が本法科大学院2023年度入試の初回出願の場合、35,000円です。また、2

回目以降の出願である場合 10,000円となります。  

検定料および依頼人コード一覧 

今回の出願 2023年度出願回数および金額 
ＡＴＭ振込時 
依頼人コード 

単願 

初 回 出 願：35,000円 ５０ 

２回目以降出願：10,000円 
（初回出願が併願の場合を含む） ５１ 

 

（４）法政大学の学部を 2023年 3月卒業見込の方 

入学検定料は半額になります。依頼人コードも異なりますので、次の表で確認してください。  

検定料および依頼人コード一覧 

今回の出願 2023年度出願回数および金額 
ＡＴＭ振込時 
依頼人コード 

単願 

初 回 出 願：17,500円 ５４ 

２回目以降出願：5,000円 
（初回出願が併願の場合を含む） ５５ 
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１ 試験時間割  

 ※論文式試験では六法を貸与します。 

  配点 憲法・民法・刑法は各 100点 
 

 

時限 試 験 時 間 科  目 試 験 

１ 11:30 ～ 12:20（50分） 憲 法 

論文 ２ 13:10 ～ 14:00（50分） 民 法 

３ 14:20 ～ 15:10（50分） 刑 法 

 15:30 ～ （10分程度） 面接 

    ※面接は原則として受験番号順に行います。（一人 10分程度の予定です。） 

 

 

２ 受験上の注意 

（１） 「法政大学法科大学院受験票」を必ず持参し、受付で提示してください。 

（２） 入構時間は、10時 45分からです。それより前に入構することはできません。 

（３） １時限開始時刻の 15 分前から試験の諸注意等説明を行います。それ以外の時限は開始時刻の 10

分前に着席していてください。 

（４） 試験開始後 20分を経過した遅刻はいかなる理由であっても受験は認めません。 

（５） 試験時間中の途中退出は認めません。 

（６） 試験中に使用を認められるものは、筆記用具、消しゴム、鉛筆削り、時計のみです。なお、筆記

用具の指定はありません。 

（７） 携帯電話・スマートフォン・タブレット型端末・ウェアラブル端末などの電子通信機器は、アラ

ーム機能を解除し、電源を切ってカバンに入れておいてください。これらを時計として使用するこ

とはできません。また、辞書機能・電卓機能・通信機能が組み込まれたもの、それらの機能の有無

が判断しづらいもの、大型の時計、ストップウォッチも、時計として使用することはできません。

試験時間中の操作は不正行為とみなします。 

（８） 論文式試験では六法を貸与します。それ以外の参照は不可です。 

（９） 当日、昼食の用意はありません。各自ご用意ください。 

 

 

３ 合格発表 

（１） 試験選考結果は、合格発表日 10:00より本法科大学院ホームページで発表します。 

（２） 合格者には、発表と同時に「合格通知書」等を速達で発送します。 

（３） 合否に関する問合せには一切応じられません。 

試験当日および合格発表について 
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４ 追加合格発表 

（１） 開放型入試（第 2 回）について、追加合格発表を行います。なお、開放型入試（第 1 回）につ

いては、追加合格発表を行いません。 

（２） 追加合格発表は、2023年3月 3日（金）10:00より、本法科大学院ホームページで行います。 

追加合格者がいない場合、その旨を発表します。 

（３） 合格者には、発表と同時に「合格通知書」等を速達で発送します。 

（４） 追加合格者の入学手続期間は、2023年 3月 3日（金）～3月 9日（木）です。 

（５） 追加合格状況に関する問合せには一切応じられません。 
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１ 入学手続 

（１） 入学手続時の納入金額は以下のとおりです。 

納入年度 区分 入学金 
授業料 

（年額） 

教育充実費 

（年額） 
諸会費 年間合計 

入学手続時 

納入金 

入学年度 

他校 

出身者 
270,000円 1,080,000円 140,000円 5,640円 1,495,640円 885,640円 

自校 

出身者① 
－ 1,080,000円 70,000円 5,640円 1,155,640円 580,640円 

自校 

出身者② 
135,000円 1,080,000円 70,000円 5,640円 1,290,640円 715,640円 

2年目 

以降 

他校 

出身者 
－ 1,080,000円 140,000円 5,640円 1,225,640円 － 

自校出身者① 

自校出身者② 
－ 1,080,000円 70,000円 5,640円 1,155,640円 － 

 

（２）他校出身者とは、以下の「自校出身者①」「自校出身者②」以外の者を指します。 

（３）自校出身者①とは、入学の前年度に本学の学部を卒業した者（9月卒業者を含む）、または入学の

前年度に本学の大学院を修了した者（9月修了者を含む）、もしくは本学の学部から飛び入学によ

り入学する者を指し、入学金を徴収されず、教育充実費が他校出身者の半額になります。 

（４）自校出身者②とは、本学の学部を卒業した者（9月卒業者を含む）、または本学の大学院を修了し

た者（9 月修了者を含む）で、自校出身者①以外の者を指し、入学金、教育充実費が他校出身者

の半額になります。 

（５）入学手続時納入金は、入学金（自校出身者①を除く）・授業料（年額の２分の１）・教育充実費（年

額の２分の１）・諸会費の合計です。諸会費は年度ごとに決定するため、2年目以降変更する場合

があります。 

（６）合格者は、「入学手続時納入金」を手続期間内に納入し、手続書類を大学宛に郵送してください

（手続期間最終日の消印有効）。 

（７）定められた期間内に手続を行わない場合は、理由の如何にかかわらず入学の許可を取り消します。 

（８）一旦納入した入学申込金（入学金）は、理由の如何にかかわらず返還しません。 

（９）入学手続完了後（入学手続時納入金を全額納入後）に同一年度の本法科大学院入試を受験し、合

格して入学経路等の変更（特別入試から一般入試（未修者または既修者）への等）を希望する場

合は、先に納入した「入学手続時納入金」を充当することができます。詳細は合格者に送付され

る「入学手続案内」に従ってください。 

 

 

入学手続・奨学金等   
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（１０）入学手続完了後（入学手続時納入金を全額納入後）、他大学への進学や、やむを得ない理由等

により入学の辞退を希望する場合は、所定の期間内に手続を行うと、入学金を除く学費その他の

納入金の返還を受けることができます。詳細は合格者に送付される「入学手続案内」に従ってく

ださい。 
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２ 奨学金・教育ローン 

（１） 学内奨学金 

① 法政大学大学院法務研究科奨学金（入学時特別奨学金） 

入試の成績上位者に対して、奨学金として授業料相当額（108 万円）または授業料半額相当（54

万円）を若干名に給付します。 

給付時期は年 2回。初回は 5月下旬を予定しています。 

② 法政大学大学院法務研究科奨学金（成績優秀者奨学金） 

入学後 2 年目以降、前年度の成績優秀者に対して、奨学金として授業料相当額（108 万円）また

は 50万円を若干名に給付します。奨学生の選考は年度ごとに行います。  

給付時期は年 2回。初回は 5月下旬を予定しています。 

③ 法政大学 100周年記念大学院専門職学位課程奨学金 

4 月初旬～中旬に希望者を募り、選考の上採用しています。奨学金として 30 万円を給付します。

給付者数は若干名。給付時期は 7月初旬を予定しています。 

④ 法政大学大学院専門職学位課程奨学金 

4 月初旬～中旬に希望者を募り、選考の上採用しています。奨学金として 20 万円を給付します。

給付者数は若干名。給付時期は 7月初旬を予定しています。 

 

  ＊奨学金については、入学後、給付方法を変更する場合があります。 

＊①・②の法務研究科奨学金に採用された者は、③法政大学 100周年記念大学院専門職学位課程奨

学金・④法政大学大学院専門職学位課程奨学金の採用対象外となります。 

＊在学中の成績が著しく不振の場合、奨学生の採用を取り消すことがあります。 

＊入学後、本学法務研究科奨学金給付規程における奨学生の取消しの要件に該当した場合には、支

給した奨学金の返還を求めることがあります。 

＊司法試験の出願に関して、本法科大学院の受験資格以外で司法試験を受験した場合は、支給した

奨学金の返還を求めることがあります。 

 

 



－16－ 

（２） 日本学生支援機構奨学金 

毎年度希望者を募り、選考の上で同機構へ推薦しています。採用者には奨学金が無利子または有

利子で貸与されます（修了後返還の必要あり）。出願受付は 4月初旬、決定は 6月中旬を予定してい

ます。 

2022年度法科大学院生への貸与月額は次のとおりです。 

① 第一種奨学金（無利子） 

貸与月額 50,000円、88,000円から選択 

② 第二種奨学金（有利子） 

貸与月額 50,000円、80,000円、100,000円、130,000円、150,000円、190,000円、220,000円

の中から選択 

 

  ※日本学生支援機構により、内容が変更となる可能性があります。詳細は日本学生支援機構等によ

り確認してください。 

 

（３） 教育ローン 

日本政策金融公庫が取扱う融資制度です。 

※教育ローンコールセンター 

0570-008656（ナビダイヤル）または 03-5321-8656  
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巻末１ 

試験会場案内（本学：市ヶ谷キャンパス・法科大学院棟）               

※ 入試は法科大学院棟で行います。 

【所在地】東京都千代田区九段北３-３-１２ 

 

 

 

 

 

法科大学院棟 

市ヶ谷キャンパス 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人情報の取り扱いについて 

  出願にあたってお知らせいただいた氏名、住所その他の個人情報は、「入学試験実施（志願者 

データ作成含む）」「合格発表」「入学手続」「入学試験に関する調査統計」に関連する業務を行う 

ために利用します。 

  個人情報の管理等については、「法政大学個人情報保護規程」にもとづき適切に取り扱います。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法政大学 大学院事務部 専門職大学院課 

法科大学院担当 

 

〒102－0073 東京都千代田区九段北３－３－１２ 

TEL03－3264－9039 

https://lawschool.hosei.ac.jp/ 

 

 

 


